
(そ の 1)

<国会議員関係政治団体 Ⅱ資金管理団体以外の政治団体用>

収 支 報 告 書
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(その 2)

収 支 の 状 況 必ず記入してください。

(Oの場合は0と記入)1 収支の総括表

2 収入項 目別金額の内訳
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(そ の17)

1 資産等の総括表

(注 1)

(注 2)

資 産 等 の 状 況

項 目ごとの資産の有無について、 「□」内に「レ」を記入する

有に記入 した場合、項 目別に様式 (そ の18)に 内訳を記載する
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ケ 貸 付 先 ご と の 残 高 が 100万 円 を 超 え る貸 付 金

コ 支 払 わ れ た 金 額 が 100万 円 を 超 え る 敷 金

サ  取得 の価 額 が 100万 円を超 え る施設 の利用 に関す る権利
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(その20)

圭
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五
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添 付 書 類 (別添のとお り)

1領 収 書 等 の 写 し

この報告書は、政治資金規正法に従って作成 したものであつて、真実に相違ありません。

令 和  ご 年 θ  月 27 日

政 治 団 体 の 名 称
海 鯵 文 イゑ杉 公

会 計 責 任 者 の 氏 名
あ 彪 海 彿 紗

「

十 一~~…→ (代 表 者 の 氏 名 増口彰綜ミ(鸞 )

記入もれ注意

(備考 1)政治団体が解散した時のみ、 ( )内 に代表者の記名押印又は署名を記入すること。
(解散した年月日が属する年の収支報告書のみ。ただし、署名の場合は必ず代表者本人が自書すること。)

(備考 2)「会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名の場合は必ず会計責任者本人が自書すること。


